
2017 年 7 月 1 日から 

三溪園の料金が変わります。 
 

三溪園は、横浜の中心部に立地しながら、震災や戦災など幾多の危機を乗り越え、

現在まで守り伝えられてきた、世界に誇る横浜の、そして日本の宝です。 

庭園・建造物・美術品の文化財と豊かな自然とが一体となった、このかけがえの

ない貴重な庭園を将来にわたって良好な状態で保存していくため、このたび料

金の改定を行うことといたしました。 

これからも、誰もが楽しみ、親しめる場所として、そしてより魅力ある場所とな

るよう、皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。 
   

◇入園料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎入園料の改定ポイント 

＊大人の料金を改定、こども料金は据え置き。 

＊こども料金の対象を拡大。 

＊団体料金の適用人数を変更。  

＊横浜市在住 65 歳以上の料金、年間パスポートを新設 

＊こども年間パスポートの新設 

 

 
  

 

《 現行 》    
＊個人料金  

大人  \500 中学生以上       

こども \200 小学生            

横浜市在住の65 歳以上の方 ￥0     
※横浜市発行の「濱ともカード」を提示した方   

 
＊団体料金 20 名以上                     

大人     ￥400 中学生以上         

学生      ￥250 中学生以上         

学生（こども）￥100 小学生 
  
＊回数券  1 冊 5 枚綴り  

大人    \2,000 中学生以上         

こども   ¥500 小学生                 
 
＊年間パスポート  

大人    \2,500 中学生以上                 

こども   ―                     

横浜市在住の 65 歳以上の方 ―      

※横浜市発行の「濱ともカード」を提示した方 
 
＊前売券 ※購入当日利用は不可 

大人  \400 中学生以上          

 

     《 7 月 1日から 》 
＊個人料金 

大人  \700 高校生以上  

こども  \200 小・中学生  

横浜市在住の65 歳以上の方 \200 
※横浜市発行の「濱ともカード」を提示した方 
 
＊団体料金 10 名以上 

大人      ￥600 高校生以上  

学生      ￥300 高校生以上 

学生（こども） ￥100 小・中学生  
  
＊回数券  1 冊 5 枚綴り 

大人    \3,000 高校生以上 

こども    \500 小・中学生   
 
＊年間パスポート 

大人  \2,500 高校生以上  

こども   \700  小・中学生（新設）  

横浜市在住の 65 歳以上の方  \700（新設） 

※横浜市発行の「濱ともカード」を提示した方 
 
＊前売券 ※購入当日利用は不可 

大人   ￥600 高校生以上 

 



《 現行 》          《 7 月 1 日から 》 
＊鶴翔閣使用料 

 

◦収益目的利用 

楽室棟          \75,000（¥50,000）        \100,000（¥50,000）  

茶の間棟        \30,000（¥20,000）                \40,000（¥20,000） 

客間棟     \30,000（¥20,000）                \40,000（¥20,000） 

書斎棟     \15,000（¥10,000）                \20,000（¥10,000） 

主庭      \45,000（¥30,000）                \60,000（¥30,000） 
 

※上記は、9 時～13 時/13 時～17 時/17 時～21 時の各時間帯区分の料金額。 

改定対象の料金は、土・日曜、祝日使用または企業が営業目的で使用した場合の使用料で、 

( )内の基本使用料は据え置き 
 
 

◦公益目的利用 

楽室棟          \67,500（¥45,000）         \90,000（¥45,000）  

茶の間棟        \22,500（¥15,000）                \30,000（¥15,000） 

客間棟     \30,000（¥20,000）                \40,000（¥20,000） 

書斎棟     \11,250（ ¥7,500）                \15,000（ ¥7,500） 

主庭      \45,000（¥30,000）                \60,000（¥30,000） 
 

※上記は、9 時～13 時/13 時～17 時/17 時～21 時の各時間帯区分の料金額。 

改定対象の料金は、土・日曜、祝日使用の場合の使用料で、( )内の基本使用料は据え置き 
 
 

＊土地占用使用料（ウェディング記念撮影等にともなう使用料金） 
 
 

               ￥12,000               \20,000（\13,000）  
 

※上記は、3 月 15 日～4 月 15 日および 11 月 15 日～12 月 15 日の期間の 3 時間までの料金額。 

3 時間を超過した場合は、1 時間ごとに￥10,000 を加算。( )内は、その他の期間。 

 

 

◇使用料 

 

◎使用料の改定ポイント 

＊鶴翔閣使用料の土・日曜、祝日使用、あるいは 

 営業目的使用の場合の金額を変更。 

＊ウェディング記念撮影等にともなう土地占用使

用料に春（桜の時期）･秋（紅葉の時期）の特別

期間の料金を新設。 


